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はじめに

　『建設人ハンドブック』は、毎年内容を刷新して発行
することにより、常に新しい動向、新しいデータ、新し
い数字を提供してきました。情報の最前線を丸ごと１冊
の手帳として活用していただきたい、ということを念頭
に置いて企画・編集してきました。そのコンセプトが支
持され、今回も『2007年版』を発刊することができま
した。
　建設産業界は旧来の秩序が地殻変動を起こし、法制度
から現場の生産システムまで大きく転換しようとしてい
ます。
　C.ダーウィンは『種の起源』の中で、最後に生き残
る生物は力の強いものでも知能が優れたものでもなく、
変化に対応できるものということを立証しました。変化
に対応するためには、変化を知らなければならず、『建
設人ハンドブック』がそのための１冊になるだろうと考
えています。
　独禁法、品確法、低価格入札、入札ボンド、建築士法
改正、技術、需要と市場、資格、ランキング等々、『07
年版』で取り上げたキーワードは、建設産業に新たな対
応を求めています。職場、研修、電車、自宅、どこでも、
どのようにでも、どこからでも読んでいただければ、変
化へのヒントをつかむことができるはずです。ご愛読く
ださい。
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課徴金納付で経営悪化、課徴金減免制度の適用第１号も

　コンプライアンス（法令順守）の重要性が叫ばれる中、
談合など独占禁止法違反の摘発が相次いでいる。
　課徴金納付命令の累計額は、1978年の課徴金制度対
象の第１号から2006年３月までで1096億円に達する。
独禁法違反による課徴金、違約金、損害賠償請求、営業
停止や指名停止は、企業経営に深刻なダメージを与える。
　東京商工リサーチ新潟支店は、新潟市発注工事をめぐ
る官製談合事件で公正取引委員会から排除勧告を受けた
市内71社を実態調査した。この結果、赤字企業は全体
の31.4％を占め、１社が廃業、２社が倒産していること
がわかった。同じく談合が摘発された沖縄県、岩手県な
どでも、対象になった業者の経営悪化が相次いでいる。
　06年１月から施行された改正独禁法で目玉の１つと
されるのが課徴金減免制度（リーニエンシー）だ。
　談合など違反行為の事実を公取委に自主申告した場合、
課徴金を減免する制度で、立ち入り検査前の１番目に申
告した企業は課徴金が100％免除され、刑事告発も対象
外になる。先着３社までが減免の対象で、２番目の申告
企業は50％、３番目は30％減免される。立ち入り検査
後でも20日以内に申し出れば一律30％減免される。
　改正法施行から３カ月間で計26件の申告があったと
いう。これを多いと見るか少ないと見るか判断は分かれ
る。だが、課徴金の大幅引き上げなど、独禁法の改正強

化のインパクトが大きかったのは事実だ。
　公取委の竹島一彦委員長は05年４月の国会答弁で「課
徴金減免制度は、大企業なり、社会的な影響の大きい違
反行為に適用するのが望ましい。地方の小さい入札談合
を解決するのが趣旨ではない」との見解を示している。
　課徴金減免制度の初適用案件が06年８月にあった。
　公取委は、旧首都高速道路公団発注のトンネル換気設
備工事をめぐる談合で、減免制度を初適用した。公取委
の立ち入り検査前に談合を自主申告した三菱重工業は、
課徴金の全額免除。立ち入り検査後に申告した石川島播
磨重工業と川崎重工業の２社は、30％の減免を受ける。
　初適用は、公取委の目論見どおり、大企業が関与する
案件だった。

1 改正独禁法　相次ぐ摘発

課徴金減免制度のフロー（出典：公正取引委員会）

※立入検査前の1番目の申請者及び申請事業者と同様に評価できる当該事業者の役
員・従業員等については、刑事告発を行わない方針（追加報告の求めに応じない場
合等を除く）。

※課徴金納付命令等がなされるまでの間、公正取引委員会の求めに応じ、違反行為に
係る事実の報告等を追加して行う必要がある。

（注）課徴金減免制度の対象は、カルテル・談合（購入カルテル含む）。
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工事は簡易型中心に拡充、調査・設計業務も試行

　2005年４月１日の「公共工事の品質確保の促進に関
する法律」の施行後、国土交通省は、価格と品質（技術
力）の双方を総合的に評価する「総合評価方式」の拡充
を進めている。05年度は全工事発注金額の４割超を目
標に総合評価方式を実施したが、06年度は、05年度の
２倍を上回る全工事発注金額の８割以上（全工事発注件
数の５割以上）に目標を設定した。また、05年度１件だっ
た調査・設計業務への総合評価方式導入も06年度は11
件の試行を予定している。
　国交省がまとめた05年度の総合評価方式実施状況（港
湾・空港工事を除く）によると、８地方整備局が総合評
価方式を実施・契約した工事は合計1611件で、うち簡
易型が1102件、標準型が502件、高度技術提案型が７
件だった。
　06年度は第１四半期（４～６月）だけで総合評価方
式が942件にのぼり、この時点で05年度実績の６割弱を
消化している。06年度第１四半期の内訳は、簡易型が
887件、標準型が55件で、高度技術提案型の適用案件は
なかった。
　中でも簡易型の実施件数は、06年度第１四半期です
でに05年度実績の８割超に達し、国交省が簡易型の導
入を拡大し、06年度目標を達成しようという姿勢が見
える。

2 公共工事品確法　本格展開へ 　東北、北陸、中部、四国の各地方整備局は原則すべて
の工事での総合評価方式実施を打ち出した。九州も06
年度下半期から全面導入する方針だ。東北、中部、近畿
は企業の社会性・信頼性を重視した総合評価方式の試行
も明らかにしている。
　東北が試行する社会性重視簡易型総合評価方式は、手
持ち工事量や災害協定などに基づく活動実績、ボラン
ティア活動の有無などを通常の２～５倍の配点で評価す
る。これによって「企業・技術者の技術力」と「企業の
社会性・信頼性」の配点比率は現行の「８対２」程度か
ら「５対５」程度になる。当面は維持修繕工事を対象に
するが、他工種への拡大も検討する。
　また、東北では一般土木と維持修繕工事を対象に市町
村が実施できるよう評価項目を限定した少項目簡易型総
合評価方式の導入も表明している。通常、「優・良・可」
の３段階で評価している工程管理の適切性（工事の手順）
を「優・可」の２段階に簡素化し、評価項目数も７割程
度に減らし、市町村に総合評価方式の普及を促していく。
近畿、九州も市町村への普及を念頭に置いた新たな簡易
型の導入を明らかにしている。
　一方、06年度は全地方整備局が調査・設計業務で総
合評価方式を試行する。建設工事の総合評価方式と異な
るのは総合評価点の算出方法だ。建設工事で採用してい
る除算方式ではなく、技術点と価格点を加算する方式を
採用する。関東、北陸、近畿、九州では、原則２者程度
を選抜した後に価格競争するプロポーザル方式も検討中
だ。
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大転換期にある建設産業界には、競争システム、法制、生産システム、
技術、資格などの新しい波が押し寄せています。
その動向をテーマごとに最新データと最新情報に基づいて、わかりやすく解説。
すべて書き下ろしました。図表も多数掲載しています。
２００７年版は建設産業が直面する問題と
解決への方向性を中心に記述しています。
よく使われる用語の説明、新しい法律の解説、
資格制度や業界ランキングも充実しました。
研修テキスト、会議資料、技術士などの受験用参考書としても最適です。
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